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農
地
を
宅
地
、
駐
車
場
、
道
路
、
植
林
地
等
の
農
地
以

外
の
も
の
に
す
る
（
転
用
）
に
は
、
県
知
事
の
許
可
（
農

地
の
面
積
が
４
ヘ
ク
タ
ー
ル
を
超
え
る
場
合
は
農
林
水

産
大
臣
の
許
可
）
を
受
け
な
け
れ
ば
な
り
ま
せ
ん
（
農
地

法
第
４
条
、
第
５
条
）。
農
地
を
青
空
駐
車
場
と
し
て
利

用
す
る
場
合
や
農
業
用
施
設
を
建
て
る
場
合
な
ど
も
転

用
に
な
り
ま
す
の
で
許
可
が
必
要
で
す
。

　

た
だ
し
、
農
地
を
自
己
の
農
地
の
利
用
・
保
全
の
た
め

に
必
要
な
施
設
（
水
路
、
道
路
等
）
や
、
２
ア
ー
ル
未
満

の
農
地
を
自
己
用
の
農
業
経
営
施
設
（
農
舎
、
畜
舎
等
）

に
転
用
す
る
場
合
等
は
許
可
が
不
要
で
す
。
こ
の
場
合
、

農
業
委
員
会
へ
農
地
転
用
制
限
例
外
の
届
出
を
提
出
し

て
く
だ
さ
い
。

■
農
地
転
用
の
許
可
申
請
手
続
き
は
？

　

農
地
転
用
の
手
続
き
に
は
、
次
の
２
つ
の
ケ
ー
ス
が
あ

り
ま
す
。

①
県
知
事
の
許
可

　
【
農
地
が
４
ヘ
ク
タ
ー
ル
以
下
の
場
合
】 

　

県
知
事
の
許
可
を
受
け
よ
う
と
す
る
場
合
は
、
申
請
書

を
農
業
委
員
会
を
経
由
し
て
県
知
事
に
提
出
し
て
く
だ

さ
い
。

②
農
林
水
産
大
臣
の
許
可

　
【
農
地
が
４
ヘ
ク
タ
ー
ル
を
超
え
る
場
合
】

　

農
林
水
産
大
臣
の
許
可
を
受
け
よ
う
と
す
る
場
合
は
、

申
請
書
を
県
知
事
を
経
由
し
て
農
林
水
産
大
臣
に
提
出

し
て
く
だ
さ
い
。

　

な
お
、
こ
の
場
合
は
、
申
請
に
先
立
ち
事
前
に
審
査
を

受
け
る
こ
と
が
で
き
ま
す
。

■
農
地
転
用
の
判
断
基
準
は
？

　

農
地
法
で
は
、
優
良
農
地
を
確
保
す
る
と
と
も
に
、
農

業
以
外
の
土
地
利
用
と
の
調
整
を
図
る
た
め
、
次
の
２
つ

の
基
準
に
よ
り
転
用
の
可
否
を
判
断
す
る
こ
と
と
し
て

い
ま
す
。

①
立
地
基
準　
（
申
請
に
係
る
農
地
の
営
農
条
件
や
周
辺

の
市
街
地
化
の
状
況
か
ら
転
用
の
可
否
を
判
断
す
る
基

準
） 

　

農
用
地
区
域
内
に
あ
る
農
地
や
集
団
的
に
存
在
す
る

農
地
等
良
好
な
営
農
条
件
を
備
え
て
い
る
農
地
に
つ
い

て
は
、
原
則
（
例
外
規
定
有
）
と
し
て
転
用
を
許
可
す
る

こ
と
が
で
き
ま
せ
ん
。（
農
用
地
区
域
の
確
認
は
、
役
場

農
林
課
へ
お
問
い
合
わ
せ
く
だ
さ
い
。）

②
一
般
基
準　
（
土
地
の
効
率
的
な
利
用
の
確
保
と
い
う

観
点
か
ら
転
用
の
可
否
を
判
断
す
る
基
準
） 

　

農
地
を
転
用
し
て
申
請
に
係
る
用
途
に
供
す
る
こ
と

が
確
実
と
認
め
ら
れ
な
い
場
合
や
周
辺
の
農
地
に
係
る

営
農
条
件
に
支
障
を
生
じ
る
お
そ
れ
が
あ
る
と
認
め
ら
れ

る
場
合
等
は
転
用
を
許
可
す
る
こ
と
が
で
き
ま
せ
ん
。 

■
許
可
な
く
転
用
し
た
ら
？

　

許
可
を
受
け
な
か
っ
た
り
、
届
出
せ
ず
に
農
地
を
転
用

す
る
と
売
買
な
ど
の
法
律
行
為
が
無
効
に
な
り
、
所
有
権

移
転
の
登
記
も
で
き
ま
せ
ん
。
ま
た
農
地
法
に
違
反
す
る

こ
と
に
な
り
、
農
地
等
の
権
利
取
得
の
効
力
が
生
じ
な
い

だ
け
で
な
く
、
県
知
事
は
工
事
の
中
止
、
原
状
回
復
な
ど

を
命
ず
る
こ
と
が
で
き
ま
す
。

　

農
地
転
用
の
許
可
申
請
受
付
は
、
農
業
委
員
会
で
行
っ

て
い
ま
す
。
農
地
転
用
に
関
す
る
手
続
き
や
疑
問
は
、
ま

ず
農
業
委
員
会
へ
相
談
し
て
く
だ
さ
い
。

■
問
い
合
わ
せ

　
周
防
大
島
町
農
業
委
員
会
（
農
林
課
内
）

☎
０
８
２
０
（
７
９
）
１
０
０
２

農
地
の
無
断
転
用
を
防
ご
う
！
　
～ 

農
地
の
転
用
に
は
許
可
が
必
要
で
す 

～

◆問い合わせ　周防大島幹部交番☎０８２０（７２）０１１０　柳井警察署☎０８２０（２３）０１１０

や な い 警 察 署

だ
よ
り

指名手配被疑者の検挙にご協力を！

　平成 2 ８年８月末現在、全国の警察から指名手配されている者は、凶悪
事件などで特に警察庁が指定している重要指名手配被疑者を始めとして、
約７３０人に上っています。
　これらの被疑者は、殺人、強盗等の凶悪事件のほか、暴行、傷害、窃盗、
詐欺、横領等の事件に関して指名手配されており、再び犯行におよぶおそ
れがあります。
　警察では、特に重大な犯罪の被疑者を選定した上で、１１月中に全国警
察の総力を挙げて追跡捜査を行うこととし、これら被疑者の早期検挙に取
り組んでいるところです。
　この指名手配被疑者の発見に向けた捜査活動には、県民の皆さんのご協力が是非とも必要です。
　指名手配被疑者によく似た人を見掛けたといった情報など、どんなわずかなことでも結構ですので、
警察に通報していただくようお願いします。


